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四国中央市こども計画策定に係るニーズ調査等業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

本実施要領は、四国中央市こども計画策定に係るニーズ調査等業務（以下「本業務」という。）

を委託するに当たり、公募型プロポーザル方式により選定することについて、必要な事項を定め

るものである。 

 

２．業務概要 

(1) 業務の名称 

四国中央市こども計画策定に係るニーズ調査等業務 

(2) 業務の内容 

こども基本法第10条第２項の規定に基づき四国中央市こども計画を策定の基礎資料とするため、

基礎調査を行う。四国中央市こども計画は、子ども・子育て支援法第61条の規定に基づく第三期

四国中央市子ども・子育て支援事業計画を包含するものとし、市のこども施策に関する事項を一

体的に定めることとする。 

よって本業務は、四国中央市こども計画の策定にあたり、国のこども大綱や愛媛県の計画の進

捗等、国、県、他自治体の動向を踏まえ、こども計画策定に必要な調査を実施し、集計分析を行

い、会議運営の補助、基礎資料作成、及び子ども、子育て世帯、若者の意見聴取手法の検討等に

ついて支援するものであり、そのことをもって効果的、効率的な調査、計画策定準備をすること

を目的とする。 

(3) 業務の仕様・範囲 

別紙「委託業務基本仕様書」のとおりとする。 

(4) 業務期間 

契約締結日の翌日から令和６年７月31日まで 

(5) 委託者 

四国中央市 

(6) 提案上限額 

7,810,000円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

 

３． 参加資格要件 

  本業務の公募に参加できる者は、次の要件を全て満たす者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定のいずれにも該当しないこ 

と。 

(2) 四国内に本店、支店又は事務所を有し、入札参加資格審査申請書（令和５・６年度四国 

中央市建設工事等入札参加資格審査申請書（業務委託）をいう。以下同じ。）を提出し 

ている者又は入札参加資格審査申請書を令和６年１月23日（火）までに提出し、本業務
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の参加表明書提出日の前日までに入札参加資格を有していること。 

(3) 参加表明書の提出期限の日から契約締結の日までの間において、四国中央市建設工事等 

入札参加資格停止措置要綱（平成16年四国中央市告示35号）に基づく入札参加資格停止 

措置を受けていないこと。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立てがなされてい 

ないこと 

(5) 民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てがなされていな 

いこと。 

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第2条第2号に 

規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役員若しくは使用人を有する団体 

又はこれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

(7) 本年を含む過去５年間で官公庁において、子ども・子育て支援事業計画又は福祉関係計 

画に関するニーズ調査等の受託の実績があること。 

 

４． 手続き等 

(1) 業務担当課 

四国中央市福祉部こども家庭課 

住 所：〒799-0497 愛媛県四国中央市三島宮川４丁目６番55号 

電 話：0896-28-6027 

ＦＡＸ：0896-28-6031 

Ｅメール：kodomoka@city.shikokuchuo.ehime.jp 

(2)参加表明書の提出 

 1) 提出書類 

 2)受付期間 

  令和６年１月５日（金）から令和６年１月26日（金）午後5時まで（必着） 

 3) 提出方法 

  担当部署へ持参または郵送で提出する。 

  ただし、郵送の場合は、書留郵便等の到着確認ができるものに限る。 

  ※受付は、午前９時分から午後５時まで（閉庁日を除く） 

  

 書類名 必要部数 

１ 参加表明書（様式１） 

各１部 

２ 会社概要 （様式２） 

３ 類似業務等受託実績表（様式３） 

４ 業務の実施体制調書（様式４） 

５ 四国中央市こども計画策定に係るニーズ調査等業務提案誓約書（様式５） 
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4) 書類審査の実施 

   参加表明に関する提出書類の内容について、業務担当課による書類審査を実施し、参加資格 

要件を確認する。審査通過者には審査結果と企画提案書で使用する提案者記号（例：Ａ社、 

Ｂ社、・・・等）を令和６年２月１日（木）までに通知する。 

 

５．質問及び回答 

公募に関する質問を次のとおり受け付けるものとする。質問書（様式６）に必要事項を記入の

うえ、Ｅメールにより業務担当課へ提出すること。 

(1) 受付期間 

公告日から令和６年１月 16日(火)午後５時まで 

(2) 回答方法 

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを除き、令和６年１月 23日までに市 

公式ホームページで公表する。なお、類似同様の質問についてはまとめて一つの回答とするほか、 

候補者選定に公平を保てない質問については回答しないことがある。 

 

６．企画提案書の提出 

 上記４(2)の4)により通知を受けた者は、令和６年２月13日（火）午後５時までに業務担当課に

持参又は郵便書留等（必着）の方法により提出すること。 

(1) 企画提案書の書式等  

① 企画提案書には表紙（様式９）をつけること。表紙には必要事項を記載し代表者印を押印す 

 ること。  

② 提出部数は12部とし、正本１部、副本11部とする。表紙原本は１部で可とする。  

③ 企画提案書の書式は、文字フォントをMS明朝体、文字サイズを10ポイント以上とし、Ａ４版・ 

縦型・横書きの印刷物とする。ただし、工程表等資料の作成上Ａ３版を利用した方がわかり 

やすい場合はＡ３版の利用も可とする。  

④ 本手続において使用する言語、通貨及び単位は日本語、日本国通貨並びに日本国の標準時及 

 び計量法（平成４年法第51号）に定める単位に限る。 

⑤ 企画提案書は、専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、表現に配慮すること。  

⑥ 企画提案書は、仕様書に示された業務の順に綴ることとし、目次及び業務体制表並びに業務 

 工程表を添付すること。目次以降にはページ番号を付けること。ページ数に制限は定めない。  

⑦ 業務体制表に記載された担当者については、過去５年間における主な業務実績を掲載するこ

と。  

⑧ ニーズ調査等業務については、調査票の基本レイアウト及び調査項目、回収率向上のための 

 方策の具体的な提案を行うこと。  

⑨ ニーズ調査等業務については、次期計画の策定の基礎資料とするために調査結果の収集のほ 

 か分析を行うこととし、本市におけるニーズ等を推計する方策も提案すること。  
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⑩ 仕様書に定められた業務内容について、業務の進め方及び手法等について具体的に提案する 

 こと。なお、提案限度額の範囲内において専門的見地から有益だと思われる事項については、 

 仕様書に定められた業務以外であっても提案可能とする。  

(2) 価格提案書の書式等  

① 価格提案は別紙（様式10）の書式とし、会社名と代表者名の記載および代表者印を押印す 

ること。  

② 提案上限額（消費税及び地方消費税を含む。）以内の提案金額を記載すること。  

③ 提案金額の内訳書を添付すること。様式は任意とするが、項目、数量、単価、諸経費等を分 

類し記載すること。  

(3) 提出物  

 提出書類名 必要部数 

１ 表紙（様式９） １部 

２ 企画提案書 12部（正本１部、副本11部） 

３ 業務工程表 １部 

４ 価格提案書（様式10）及び内訳書 １部 

(4) 辞退する場合 

  参加表明書を提出した後、参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式８）を担当部署へ持参

又は郵便書留等（必着）で提出すること。 

  

７．提出書類の取り扱い  

(1) 提出書類の作成、提出などに関する費用は、応募者の負担とする。  

(2) 提出書類は、本プロポーザルの目的以外には使用しない。  

(3) 提出期間終了後は、市の同意なく提出書類に記載された内容の変更は認めない。  

(4) 提出書類の提出後、市の判断により補足資料の提出や確認を求めることがある。  

(5) 提出された書類は返却しない。なお、提出された書類の権利は応募者に帰属するが、四国中 

央市情報公開条例（平成16年条例第15号）に基づき、開示等を実施する場合がある。  

(6) 提出書類は、事業者選定の目的以外に提出者に無断で使用しないものとする。  

(7) 提出書類は、事業者選定を行うために必要な場合または開示等の際に複製を作成することが 

ある。  

(8) 提案者から提出された従業員等の個人情報は本プロポーザル実施に必要な連絡のみに使用す 

ることとし、他の用途には使用しない。なお、当該個人情報の取扱いは四国中央市個人情報の  

保護に関する法律施行条例（令和５年条例第１号）に従う。  

 

８．実施スケジュール 

実施内容 実施期間 

公告（市公式ホームページ）  令和６年１月５日(金)  
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質問受付期限  令和６年１月16日(火)午後５時まで  

質問回答期限  令和６年１月23日(火)  

参加表明書の提出期限  令和６年１月26日(金)午後５時まで  

企画提案書の提出期限  令和６年２月13日(火)午後５時まで 

参加辞退届期限  平成６年２月13日(火)午後５時まで  

企画提案書への質疑応答期限 令和６年２月20日(火)午後５時まで  

選定結果通知  令和６年２月下旬 予定  

契約締結  令和６年２月下旬 予定  

 

９． 選定方法 

参加表明書等の書類による参加資格審査後、企画提案書等の提出を求め、四国中央市こども計

画策定に係るニーズ調査等業務選定委員会（以下「委員会」という。）において、企画提案書の書

類審査を実施し、各参加表明者へ質問書兼回答書（様式 11）を提出、各参加表明者から回答を求

める。その場合、回答期日はその都度設定する。また、質問書兼回答書においては質疑応答期限

内に必要回数行うものとする。 

質疑応答終了後、委員会において別表１の評価基準に従い評価を行う。 

(1) 参加資格審査（書類審査） 

① 確認手順 

提出された参加表明書等を基に業務担当課において資格要件の審査を行う。 

② 結果通知 

参加資格審査終了後は、速やかに参加表明者全員に審査結果を通知する。また、企画提案資 

格を有する者には、プロポーザル関係書類提出要請書を通知する。なお、審査結果について 

の異議申立ては一切受け付けない。 

(2)企画提案審査（書類審査） 

① 企画提案書への質疑応答期限：令和６年２月 20日（火）午後５時まで 

② 評価方法：別表１に定める評価基準に従い採点を行う。なお、総合評価点の最も高い提案者

を優先交渉権者として、次に高い提案者を次点順位者として選考する。 

③ その他：企画提案をするものが１者のみの場合であっても書類審査を実施する。この場合、 

総合評価点が満点の 60％に満たない場合は交渉権者としない。 

 

１０．選定結果の通知 

選定結果については、速やかにＥメール等で通知する。また、結果に対する異議は認めない。

なお、優先交渉権者及び次点順位者については、市公式ホームページにおいて公表する。 

 

１１．業務担当課との協議 

優先交渉権者として特定された者は、業務担当課と契約締結に向けての協議を行う。そのなか
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で必要に応じて、交渉権者の企画提案に修正を求めることができることとし、交渉権者は誠実に

協議に応じなければならない。 

なお、交渉権者として特定された者が契約締結までに企画提案資格を満たさないことを認めた

とき、または契約交渉が不調となったときは、次点順位者と契約締結に向けた交渉を行う。 

 

１２．評価基準等 

(1) 委員会は、別表１に定める評価基準に基づき採点するものとする。なお、総合評価点は 300 

点を満点とする。 

(2) 総合評価点に同点の者があった場合は、提案評価点の合計点が高い者を上位とし、それでも 

選定できないときは提案金額がより安価である者を上位とする。 

(3) 前号の規定により順位が決定できないときは、委員長が順位を決定する。 

(4) 評価は非公開により実施する。  

 

１３．その他 

(1) 参加者は、本要領等に定める諸条件に同意したうえで、プロポーザルへの参加を表明するこ 

と。 

(2) 本プロポーザルに参加することにより生じる費用は、すべて参加者の負担とする。 

(3) 参加者は、実施要領等の内容及び決定内容について、不明または錯誤等を理由に異議を申し 

立てることはできない。 

(4) 当該業務を委託する相手方の決定については、特定された最優秀提案者を対象として、業務 

内容や仕様等の契約内容を本市と協議したうえで決定するもので、事業者の特定をもって、提 

案者の企画提案内容すべてを了承するものではなく、また、当該業務を委託する相手方を決定 

するものではない。 

(5) 次のいずれかに該当した者は失格とする。 

① 虚偽の記載をした者。 

② 参加資格、提出方法、提出先及び提出期限に適合しない者。 

③ 本件を公告した以後、委員または当該業務に関する者に接触を求めた者。 

④ 提案金額が提案上限額を超える者。 

⑤ 提出書類に虚偽の記載をしたと市が判断した場合には、企画提案書等を無効とする。 
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別表１「こども計画策定に係るニーズ調査等業務」公募型 

プロポーザル評価基準 

 

１ 評価基準 

評価項目 評価の視点 配点 判定 

提
案
評
価
点 

業
務
遂
行
能
力 

① 
過去５年以内に同種・類似の行政計画に係る調査業務

の実績を有しているか。 
25  

② 
担当者は、本業務の遂行に十分な知見と経験を有して

いるか。 
25  

③ 
業務内容に見合った人材配置及び本市の要請や協議

に対して、柔軟に対応できる体制となっているか。 
25  

④ 
業務行程表について、予定の業務体制において、実現

性・妥当性のある計画となっているか。 
25  

企
画
提
案
内
容 

⑤ 

こども基本法のほか、関係法令、社会的背景などを理

解し、国の制度等に対する理解力が高く、その趣旨及

び目的に即した内容となっているか。また、愛媛県の

動向等を勘案できる内容となっているか。 

30  

⑥ 

本市の現状や特性を理解し、これまでの施策等の実施

状況を踏まえた内容になっているか。また、進捗管理

も含め、運営支援内容について、市の負担軽減が図ら

れる内容となっているか。 

30  

⑦ 
こども・若者、子育て世帯のニーズを収集するために

工夫された調査票が提案されているか。 
30  

⑧ 

提案資料について、的確な文章表現、作図等の創意工

夫、重点箇所の整理方法等は分かりやすいものとなっ

ているか。 

30  

⑨ 質疑に対して的確な回答であるか。 25  

⑩ 
仕様書記載事項や上記評価項目の枠を超えて魅力的

な提案がなされているか。 
25  

価格点 ⑪ 

（１－提案金額／提案上限額）×100 

※小数点以下は切り捨てとし、計算結果が 30 点を超える場合

は、30 点を上限とする。 

30  

総合評価点 300  

※提案評価点＝評価者の得点合計／評価者数 小数点以下は切り捨てとする 


